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別紙 8.添付-7) 

タイトル 複合体を形成することでのケーブル通電機能及び絶縁機能への影響と 

ケーブルの経年劣化を考慮した評価について 

説 明  複合体を形成することでのケーブル通電機能及び絶縁機能への影響に 

ついては，東海第二発電所原子炉設置変更許可申請及び東海第二発電所 

工事計画認可申請の中で確認している。 

1. 設計段階での確認 

 (1) 原子炉設置変更許可 

   原子炉設置変更許可申請の補足説明資料「東海第二発電所 火災に

よる損傷の防止」の別添資料-1「東海第二発電所 火災防護につい

て」の中で，複合体を形成するにあたっての設計事項として複合体

内部への熱の蓄積への影響を考慮しても非難燃ケーブルの通電機能

や絶縁機能が損なわれないことを確認することが示されている。 

また，別添資料-4「東海第二発電所 非難燃ケーブルの対応につい

て」の中で，複合体の形成による通電機能及び絶縁機能への影響の

確認方法が示されている。（資料-1参照） 

 (2) 工事計画認可 

   添付書類 V-1-1-7「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書」の中で，複合体施工前後の電流低減率が算出され通電機能への

影響のないことが確認されている。 

また，絶縁機能については絶縁抵抗試験及び耐電圧試験にて絶縁

機能への影響のないことが確認されている。 

 

   以上より，複合対を形成してもケーブル通電機能は複合体のない 

状態と同等となるように電流低減率を設計段階で配慮している。 

また，絶縁機能については複合体を施工しても機能に影響はない。 

2. 複合体施工段階での確認 

  複合体施工前に電流低減率がケーブルの設計裕度内にあることを確

認する。ケーブルの設計裕度内に収まらない場合は，ケーブルのサ

イズアップ等を行う。 

3. 経年劣化を考慮した評価 

ケーブルの劣化評価は，東海第二のケーブルの周囲温度（設計最

高温度 40℃）にて劣化評価を行っている。 

複合体形成時の電流低減率はケーブルの周囲温度 40℃以下とする

ことで設定していることから，ケーブルの健全性評価は変わらない。 

以 上 
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